
※　これ以外のタイプについては、道路管理者と協議の上、構造等を決定する。

（参考資料）

　　道路工事設計基準（東京都建設局編集）

（切下げ延長）
乗入れ部舗装構造

車乗入れ部タイプ別表（参考）

収容施設の種別

（参　考）

Ａ型
（3.03ｍ）

３０型

　軽自動車を収容する施設

　（例　軽自動車）

Type

Ｂ型
３０型

　小型自動車（4,5,6ナンバー及び8ナンバーの

　一部）及び普通自動車（3ナンバーの一部）を

（4.24ｍ） 　収容する施設

　（例　普通自動車）

Ｃ型
３０型

　小型自動車（4,5,6ナンバー及び8ナンバーの

　一部）及び普通自動車（3ナンバーの一部）を

（5.45ｍ） 　収容する施設で前面道路の狭い場合

　（例　2ｔ～4ｔトラック）

Ｄ型
４０型

　普通自動車（1,2ナンバー及び3,8ナンバーの

　一部）を収容する施設

（7.27ｍ）

　（例　大型トラック）


